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2017年 7月 14日（金）から 23日（日）にかけて「世界パラ陸上競技選手権大会ロンド

ン 2017（以下 大会）」が開催されます。大会へ派遣する代表選手の選考については、一

般社団法人日本パラ陸上競技連盟（以下 本連盟）内にて、下記にて選手選考を行い、

理事会で決定します。これまでの主要国際大会と異なり、出場者はランキング方式にて

決定されるため、選手選考委員会は組織しません。 

 

１．派遣選手条件について 

(1) 2017年度本連盟の登録会員であり，別途出場希望調査票を郵送、または電子メールにて

提出すること。 

(2) 2017年シーズンのWorld Para Athleticsに登録し、ライセンスを取得していること。 

(3) 参加標準記録を突破し、World Para Athletics 公式HPの”Minimum Qualification 

Ranking：World Para Athletics Championships London 2017：世界パラ陸上競技選手

権大会参加資格ランキング（以下 ランキング）“に氏名が記載されていること。 

なお、ランキングに反映される記録は、2016-2017シーズンのWorld Para Athletics

ライセンス取得選手の記録が対象となる。 

＊今回はこれまでの主要国際大会と異なり、国ごとによる参加選手数の割当方式は適用

されない。 

(4)参加標準記録及び実施種目の詳細については、以下のサイトを参照すること（参加標準

記録については別紙参照）。

http://www.london2017athletics.com/worldparaathleticschampionships/timetable 

(5)国際競技クラスステイタスの New(N)、Review(R)、Confirmed（C）すべての選手が対

象となる。 

(6)経費について原則、自己負担とする。なお、2017年に強化事業として大会に対して経費

が付いた場合は、次のとおりとする。 

①強化指定選手 

・2020東京パラリンピック特別強化指定選手及び種目別強化指定選手 5万円負担 

・A指定選手は 5万円負担 

http://www.london2017athletics.com/worldparaathleticschampionships/timetable


・B指定選手は 10万円負担 

②育成指定選手 10万円負担 

③強化指定選手・育成指定選手に該当しない選手については全額自己負担なお、 

代表決定後、選手は派遣前に本連盟の指定する口座に振り込みすること。 

 

２．参加標準記録突破期間とランキング採用日について 

World Para Athleticsの指定する参加標準記録突破期間は 2016年 1月 1日から 2017年

6月 5日までであるが、選手派遣およびオンラインエントリーの関係から、5月 28日（日）

（5月 28日までの IPC公認大会で出した記録）のランキングを採用する。 

 

３．派遣選手基準について  

(1)参加標準記録を満たし、ランキングに名前が記載された上位選手から、原則ランキ

ング 10 位までの選手を対象に、1 競技クラスに対して１種目最大で上位 3 名までを派

遣する。ただし、上位 3名のうちエントリーまでに選手選考および大会出場を辞退した

場合、ランキング４位以下の選手を順に繰り上げて派遣する場合もある。また、主催者

（World Para Athletics）よりさらに選手を増員し派遣する事態になった場合は、強化指定

選手あるいは育成指定選手を優先的に選考し派遣する。 

(2)リレー種目は、出場権のある場合に限り、リレー強化指定選手の中から派遣する。 

(3)個人招待枠についてはWorld Para Athleticsによって最終決定される。 

 

４．その他 

(1)大会までに病気や故障等の医学的な問題により、競技力を発揮できない事態が生じた場

合、またはその可能性がある場合、強化委員会と医事委員会等で協議の上、派遣を取り消

すことがある。この場合理事会にて最終判断する。 

(2)ドーピング、その他参加が不可能な状況が発生した選手について強化委員長と医事委員

長等で協議の上、理事会に諮り派遣を取り消すことがある。 

(3)本連盟の代表選手として不適切な行動のある場合は代表選手を取り消すことがある。 

(4)日本代表選手として選考された選手は「誓約書」に署名しなければならない。 

以上 

 


